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(57)【要約】
【課題】媒体上の情報を隠蔽して構成された隠蔽情報媒
体において、隠蔽情報の取得を容易とすることが可能で
あり、汎用性が高い隠蔽ラベルの提供。
【解決手段】紙製基材１１と、粘着剤層１３と、マイク
ロカプセルを含有するマイクロカプセル含有層１２と、
を備えてなり、マイクロカプセル含有層１２が、紙製基
材１１と粘着剤層１３との間に配置され、前記マイクロ
カプセルが、紙製基材１１を透明化又は半透明化させる
ための透明化成分を内包する、隠蔽ラベル１０１。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　紙製基材と、粘着剤層と、マイクロカプセルを含有するマイクロカプセル含有層と、を
備えてなり、
　前記マイクロカプセル含有層が、前記紙製基材と前記粘着剤層との間に配置され、
　前記マイクロカプセルが、前記紙製基材を透明化又は半透明化させるための透明化成分
を内包する、隠蔽ラベル。
【請求項２】
　紙製基材と、粘着剤層と、マイクロカプセルを含有するマイクロカプセル含有層と、を
備えてなり、
　前記紙製基材が、前記マイクロカプセル含有層と前記粘着剤層との間に配置され、
　前記マイクロカプセルが、前記紙製基材を透明化又は半透明化させるための透明化成分
を内包する、隠蔽ラベル。
【請求項３】
　紙製基材上に粘着剤層を備えてなり、
　前記粘着剤層がマイクロカプセルを含有し、
　前記マイクロカプセルが、前記紙製基材を透明化又は半透明化させるための透明化成分
を内包する、隠蔽ラベル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、隠蔽ラベルに関する。
【背景技術】
【０００２】
　平常時には読み取りができないようにされた情報が、媒体上に記録されてなる隠蔽情報
媒体は、既に幅広く社会に普及しており、実生活においてなくてはならない重要な情報伝
達手段となっている。受信者は、このような隠蔽情報媒体を受信した場合、適切な手段に
よって、隠蔽されている秘匿情報を表出させることで、媒体上に記録されている情報を取
得でき、さらに、送信者からこの隠蔽情報媒体を受信するまでの間においては、第三者に
秘匿情報が読み取られることを防止できる。
　このような隠蔽情報媒体の一例としては、葉書の表面に、平常時には読み取りができな
いように個人情報が記録されてなる隠蔽葉書が挙げられる。
【０００３】
　このような隠蔽情報媒体を、情報の隠蔽方法の観点から分類して例示すると、媒体上の
隠蔽すべき情報が、再剥離可能なラベル（再剥離性ラベル）の一種である隠蔽ラベルによ
って被覆され、隠蔽されてなるもの（特許文献１参照）、媒体上の情報を隠蔽する隠蔽層
がサーモクロミックインクで形成され、平常時にはこの隠蔽層によって情報が隠蔽されて
おり、隠蔽層が加温によって消色することで、隠蔽情報が視認可能になるように構成され
たもの（特許文献２参照）が挙げられる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平１０－２６４５５９号公報
【特許文献２】特開２０００－０４３４５３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、特許文献１で開示されている隠蔽情報媒体では、隠蔽情報の取得に隠蔽ラベル
（再剥離性ラベル）の再剥離が必要であり、取り扱いが煩雑であるという問題点があった
。また、場合によっては、隠蔽ラベルの再剥離に不具合が生じて、隠蔽ラベルの一部が破
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れて情報媒体上に存存してしまい、隠蔽情報の取得が困難になるという問題点があった。
　一方、特許文献２で開示されている隠蔽情報媒体では、隠蔽されている情報が摩擦熱等
の熱によって消せる筆記具で形成されている場合には、隠蔽層の消色時にこの情報もとも
に消されてしまい、情報を取得できず、すなわち、情報の記録方法に制約があり、汎用性
が低いという問題点があった。
【０００６】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、媒体上の情報を隠蔽して構成された
隠蔽情報媒体において、隠蔽情報の取得を容易とすることが可能であり、汎用性が高い隠
蔽ラベルを提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するため、本発明は、紙製基材と、粘着剤層と、マイクロカプセルを含
有するマイクロカプセル含有層と、を備えてなり、前記マイクロカプセル含有層が、前記
紙製基材と前記粘着剤層との間に配置され、前記マイクロカプセルが、前記紙製基材を透
明化又は半透明化させるための透明化成分を内包する、隠蔽ラベルを提供する。
　また、本発明は、紙製基材と、粘着剤層と、マイクロカプセルを含有するマイクロカプ
セル含有層と、を備えてなり、前記紙製基材が、前記マイクロカプセル含有層と前記粘着
剤層との間に配置され、前記マイクロカプセルが、前記紙製基材を透明化又は半透明化さ
せるための透明化成分を内包する、隠蔽ラベルを提供する。
　また、本発明は、紙製基材上に粘着剤層を備えてなり、前記粘着剤層がマイクロカプセ
ルを含有し、前記マイクロカプセルが、前記紙製基材を透明化又は半透明化させるための
透明化成分を内包する、隠蔽ラベルを提供する。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、媒体上の情報を隠蔽して構成された隠蔽情報媒体において、隠蔽情報
の取得を容易とすることが可能であり、汎用性が高い隠蔽ラベルが提供される。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の隠蔽ラベルの一実施形態を模式的に示す断面図である。
【図２】情報媒体に本発明の隠蔽ラベルが貼付されて構成された隠蔽情報媒体の一実施形
態を模式的に示す断面図である。
【図３】本発明の隠蔽ラベルの他の実施形態を模式的に示す断面図である。
【図４】本発明の隠蔽ラベルのさらに他の実施形態を模式的に示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
＜＜隠蔽ラベル＞＞
　本発明の一実施形態に係る隠蔽ラベル（以下、「隠蔽ラベル（１）」と称することがあ
る）は、紙製基材と、粘着剤層と、マイクロカプセルを含有するマイクロカプセル含有層
と、を備えてなり、前記マイクロカプセル含有層が、前記紙製基材と前記粘着剤層との間
に配置され、前記マイクロカプセルが、前記紙製基材を透明化又は半透明化させるための
透明化成分を内包するものである。
【００１１】
　本発明の隠蔽ラベルは、媒体上の情報を隠蔽するように、情報媒体上に貼付して、隠蔽
情報媒体を構成するために用いるものである。この隠蔽ラベルは、貼付後に情報媒体から
取り除くことなく、隠蔽情報の取得を可能とし、情報取得の工程が簡略化される。また、
この隠蔽ラベルは、このように情報媒体から取り除く必要がないので、従来の隠蔽ラベル
とは異なり、取り除くときにその一部が破れて情報媒体上に存存することによって、隠蔽
情報の取得が困難になるなどの不具合を生じない。したがって、本発明の隠蔽ラベルを用
いることで、隠蔽情報媒体に記録されている秘匿情報を容易に取得できる。また、本発明
の隠蔽ラベルを用いることで、隠蔽すべき情報を媒体上に通常の方法で記録できるため、
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情報の記録方法に制約がなく、さらに隠蔽情報媒体の安価な製造が可能であり、前記隠蔽
ラベルは汎用性が高い。
【００１２】
　なお、本明細書においては、以下、単なる「情報の取得」とは、本発明の隠蔽ラベルを
用いた場合に可能となる情報の取得を意味し、その例としては、目視や、ＣＣＤカメラ又
はスキャナの利用等による、光学像の取得が挙げられる。
【００１３】
　図１は、本実施形態に係る隠蔽ラベルの一例を模式的に示す断面図である。なお、以下
の説明で用いる図は、本発明の特徴を分かり易くするために、便宜上、要部となる部分を
拡大して示している場合があり、各構成要素の寸法比率等が実際と同じであるとは限らな
い。
【００１４】
　ここに示す隠蔽ラベル１０１は、紙製基材１１と、粘着剤層１３と、マイクロカプセル
を含有するマイクロカプセル含有層１２と、を備えてなり、マイクロカプセル含有層１２
が、紙製基材１１と粘着剤層１３との間に配置されている。すなわち、隠蔽ラベル１０１
は、紙製基材１１、マイクロカプセル含有層１２及び粘着剤層１３が、この順に、これら
の厚さ方向において積層されてなる。
【００１５】
　粘着剤層１３は、隠蔽ラベル１０１を貼付対象である媒体（情報媒体）に貼付するため
のものである。
　図２は、情報媒体に本発明の隠蔽ラベルが貼付されて構成された隠蔽情報媒体の一実施
形態を模式的に示す断面図である。なお、図２以降の図において、既に説明済みの図に示
すものと同じ構成要素には、その説明済みの図の場合と同じ符号を付し、その詳細な説明
は省略する。
【００１６】
　ここに示す隠蔽情報媒体９０１は、情報媒体９の情報９０が記録されている領域が、隠
蔽ラベル１０１によって被覆されて、構成されている。隠蔽情報媒体９０１において、隠
蔽ラベル１０１は、その粘着剤層１３によって情報媒体９の、情報９０が記録されている
面に貼付され、固定されている。
【００１７】
　情報媒体９の構成材料及び色は、目的に応じて適宜選択すればよく、特に限定されない
。
　情報媒体９の好ましい構成材料としては、例えば、上質紙、アート紙、コート紙、キャ
ストコート紙、レジンコート紙、合成紙等の紙類；ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリ
塩化ビニル、ポリスチレン、ポリ酢酸ビニル、アクリル樹脂、ＡＳ樹脂、ＡＢＳ樹脂、ポ
リアミド、ポリアセタール、ポリエチレンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレート
、ポリトリメチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート、ポリブチレンナフタレ
ート、ポリフェニレンスルファイド、ポリスルホン、ポリカーボネート、エポキシ樹脂、
メラミン樹脂、フェノール樹脂、尿素樹脂、ポリウレタン、ポリイミド等の合成樹脂等が
挙げられる。
【００１８】
　情報媒体９の構成材料が前記合成樹脂である場合、情報媒体９の隠蔽ラベル１０１が貼
付される表面はマット処理、コロナ処理等の表面処理が施されていてもよい。
【００１９】
　情報媒体９の厚さは特に限定されず、目的に応じて適宜選択すればよい。例えば、ここ
に示すようなシート状の情報媒体９の厚さは、通常１０～１０００μｍであることが好ま
しいが、これは一例である。
【００２０】
　情報媒体９は、１層（単層）からなるものでもよいし、２層以上の複数層からなるもの
（複数層が積層されたもの）でもよい。情報媒体９が複数層からなる場合、これら複数層
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は、互いに同一でも異なっていてもよく、これら複数層の組み合わせは、本発明の効果を
損なわない限り、特に限定されない。
　なお、本明細書においては、情報媒体の場合に限らず、「複数層が互いに同一でも異な
っていてもよい」とは、「すべての層が同一であってもよいし、すべての層が異なってい
てもよく、一部の層のみが同一であってもよい」ことを意味し、さらに「複数層が互いに
異なる」とは、「各層の構成材料及び厚さの少なくとも一方が互いに異なる」ことを意味
する。
　情報媒体９が複数層からなる場合には、各層の合計の厚さが、上記の好ましい情報媒体
９の厚さとなるようにするとよい。
【００２１】
　情報媒体９に記録されている情報９０は、例えば、通常のインクにより形成された印刷
層等、公知の方法で形成されたものでよく、特に限定されない。例えば、情報９０の構成
材料は不透明であるなど、情報９０の存在を認識できるものであればよく、目的に応じて
任意に選択でき、例えば、その色は、情報媒体９の色を考慮して、任意に選択できる。情
報９０の形状も、例えば、文字、バーコード、ＱＲコード（登録商標）、画像等、目的に
応じて任意に選択できる。このように、情報９０の形成に制約がない点で、隠蔽ラベル１
０１の使用は、従来の隠蔽ラベルの使用よりも顕著な利点を有する。
【００２２】
　情報媒体９に記録されている情報９０の厚さ（高さ）は、特に限定されず、その構成材
料や目的に応じて任意に選択できるが、０．０１～２００μｍであることが好ましく、０
．０５～８０μｍであることがより好ましく、０．１～５μｍであることが特に好ましい
。
【００２３】
　粘着剤層１３は、透明又は半透明であれば特に限定されず、ラベルの貼付に用いる公知
のものでよい。
　なお、本明細書において、「透明又は半透明である」とは、特に断りのない限り、隠蔽
情報媒体における情報の隠蔽効果が発現しない程度の透明性を有することを意味し、例え
ば、ＪＩＳ　Ｋ　７１３６に準拠して測定された全光線透過率が３５％以上であることを
意味する。そして、「不透明である」とは、この条件を満たさないことを意味する。
【００２４】
　粘着剤層１３は、例えば、粘着性樹脂等の粘着成分を含有して構成される。
　前記粘着成分の接着強度は、目的に応じて適宜調節すればよく、粘着剤層１３は、再剥
離可能なものであってもよいし、再剥離不能で永久接着するものであってもよい。ここで
、「再剥離」とは、接着対象面の状態を損ねることなく、剥離可能であることを意味する
。
　粘着剤層１３は、情報９０を取得するためには再剥離不能であっても何ら問題ないが、
再剥離可能であれば、隠蔽ラベル１０１の情報媒体９への貼付をやり直すことが可能とな
り、取り扱い性が向上する。一方、粘着剤層１３が再剥離不能であれば、例えば、隠蔽情
報媒体９０１の移送中に、隠蔽ラベル１０１の目的外の剥離が高度に抑制される。
【００２５】
　粘着剤層１３の厚さは、特に限定されないが、１～４００μｍであることが好ましく、
１～１５０μｍであることがより好ましく、１～３０μｍであることが特に好ましい。粘
着剤層１３の厚さが前記下限値以上であることで、隠蔽ラベル１０１をより安定して情報
媒体９に貼付できる。また、粘着剤層１３の厚さが前記上限値以下であることで、粘着剤
層１３が過剰な厚さとなることが避けられ、例えば、後述するような隠蔽ラベル１０１を
介しての情報９０の取得がより容易となる。
【００２６】
　粘着剤層１３は、１層（単層）からなるものでもよいし、２層以上の複数層からなるも
の（複数層が積層されたもの）でもよい。粘着剤層１３が複数層からなる場合、これら複
数層は、互いに同一でも異なっていてもよく、これら複数層の組み合わせは、本発明の効
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果を損なわない限り、特に限定されない。
　粘着剤層１３が複数層からなる場合には、各層の合計の厚さが、上記の好ましい粘着剤
層１３の厚さとなるようにするとよい。
【００２７】
　紙製基材１１は、通常は不透明であり、紙製基材１１側から隠蔽情報媒体９０１を見た
ときに、情報媒体９上の情報９０を隠蔽するように、隠蔽ラベル１０１において構成され
ている。
　一方、紙製基材１１は、後述する透明化成分の浸透により、透明又は半透明となるもの
である。このような、透明化成分の浸透性を有するために、紙製基材１１は、例えば、Ｊ
ＩＳ　Ｐ　８１１７に準拠して測定された透気度が１２５０秒以下であることが好ましい
。
【００２８】
　上記のような特性を有する紙製基材１１の構成材料である紙としては、例えば、上質紙
、アート紙、コート紙、キャストコート紙、レジンコート紙、合成紙等が挙げられる。
【００２９】
　紙製基材１１の厚さは、特に限定されないが、３５～１８０μｍであることが好ましく
、５０～１５０μｍであることがより好ましい。紙製基材１１の厚さが前記下限値以上で
あることで、隠蔽ラベル１０１による情報９０の隠蔽効果がより高くなる。また、紙製基
材１１の厚さが前記上限値以下であることで、紙製基材１１が過剰な厚さとなることが避
けられ、例えば、後述するような隠蔽ラベル１０１を介しての情報９０の取得がより容易
となる。
【００３０】
　紙製基材１１は、１層（単層）からなるものでもよいし、２層以上の複数層からなるも
の（複数層が積層されたもの）でもよい。紙製基材１１が複数層からなる場合、これら複
数層は、互いに同一でも異なっていてもよく、これら複数層の組み合わせは、本発明の効
果を損なわない限り、特に限定されない。また、紙製基材１１が複数層からなる場合には
、そのうちの少なくとも１層が不透明であればよく、その他の１層以上が透明であっても
よい。また、また、紙製基材１１が複数層からなる場合には、すべての層が不透明であっ
てもよい。
　紙製基材１１が複数層からなる場合には、各層の合計の厚さが、上記の好ましい紙製基
材１１の厚さとなるようにするとよい。
【００３１】
　マイクロカプセル含有層１２は、透明化成分を内包するマイクロカプセル（図示略）を
含有し、透明又は半透明であれば特に限定されない。
　前記マイクロカプセルは、外殻となる膜が透明化成分を包み込んだ構成を有することで
透明化成分を内包しており、後述する公知の方法で形成できる。
【００３２】
　マイクロカプセル含有層１２のマイクロカプセルの含有量は、マイクロカプセル含有層
１２の厚さ（換言すると、後述するマイクロカプセル含有組成物等の塗工量）に応じて異
なるが、１～２０ｇ／ｍ２であることが好ましく、３～１５ｇ／ｍ２であることがより好
ましく、４～１０ｇ／ｍ２であることが特に好ましい。
　なお、ここで示した含有量は一例であり、上述のような作用で有色層１５が消色化され
る限りにおいて、例えば、マイクロカプセル含有層２２の厚さや、その他の条件を考慮し
て、マイクロカプセルの前記含有量は、適宜調節することができる。
【００３３】
　マイクロカプセル含有層１２は、マイクロカプセルと、マイクロカプセル化するための
乳化材のみからなるものであってもよいし、マイクロカプセルの分散媒など、マイクロカ
プセル及び乳化剤以外の成分を含有していてもよい。
　マイクロカプセル分散媒は、公知のものでよく、例えば、ポリビニルアルコール（ＰＶ
Ａ）、スチレン無水マレイン酸の加水分解物等が挙げられる。
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【００３４】
　本発明において、マイクロカプセルの平均粒子径は、その内包する成分によらず、１～
１０μｍであることが好ましい。マイクロカプセルの平均粒子径が前記下限値以上である
ことで、マイクロカプセル含有層の押圧時におけるマイクロカプセルの破壊が、適正な範
囲で容易となる。また、マイクロカプセルの平均粒子径が前記上限値以下であることで、
マイクロカプセル含有層の非押圧時におけるマイクロカプセルの安定性が向上する。
　なお、本明細書において「平均粒子径」とは、特に断りのない限り、コールターカウン
ターを用いる方法で測定された、体積累積分布の中央値Ｄ５０を意味する。
【００３５】
　透明化成分は、紙製基材１１に浸透して、紙製基材１１の透明度を向上させ、紙製基材
１１を透明又は半透明とするものである。すなわち、隠蔽ラベル１０１を押圧すると、マ
イクロカプセル含有層１２も押圧され、その圧力によってマイクロカプセルの内部から外
部へ透明化成分が放出され、この放出された透明化成分が紙製基材１１に浸透する。する
と、平常時には不透明で情報９０を隠蔽していた紙製基材１１が、この透明化成分の作用
により透明又は半透明となり、隠蔽ラベル１０１全体又はその一部の構造を情報媒体９か
ら取り除かなくても、隠蔽ラベル１０１を介して情報９０を取得できるようになる。
【００３６】
　なお、本明細書においては、マイクロカプセル含有層において、マイクロカプセルが内
包物を放出した後の隠蔽ラベルも、紙製基材、粘着剤層及びマイクロカプセル含有層を備
えた構成を維持している限り、便宜上、「隠蔽ラベル」と称する。
【００３７】
　透明化成分は、常温常圧下で液状、ゲル状又はクリーム状であることが好ましい。
　また、透明化成分は、不揮発性であることが好ましく、沸点が２５０℃以上であること
が好ましい。
　なお、本明細書において、「常温」とは、特に冷やしたり、熱したりしない温度、すな
わち平常の温度を意味し、例えば、１５～２５℃の温度等が挙げられる。
【００３８】
　透明化成分で好ましいものとしては、例えば、油性成分（親油性成分）が挙げられ、そ
の具体例としては、例えば、フェニルキシリタルエタン、フェニルエチルフェニタルエタ
ン、ノルマルパラフィン、アルカン、ポリエチレングリコール、アジピン酸ジブチル、１
－ブトキシ－２－プロパノール、ジアセトンアルコール、酢酸ブチル、エチレングリコー
ルジメチルエーテル、ヘキシルアルコール、シクロヘキサン、Ｎ－メチルピロリドン等が
挙げられる。
【００３９】
　マイクロカプセル含有層１２の厚さは、特に限定されないが、１～４０μｍであること
が好ましく、１～２０μｍであることがより好ましく、１～１０μｍであることが特に好
ましい。マイクロカプセル含有層１２の厚さが前記下限値以上であることで、マイクロカ
プセル含有層１２がその機能を発現するのに十分な量のマイクロカプセルを含有すること
が容易となる。また、マイクロカプセル含有層１２の厚さが前記上限値以下であることで
、マイクロカプセル含有層１２が過剰な厚さとなることが避けられる。例えば、隠蔽ラベ
ル１０１を押圧したときに、マイクロカプセルの透明化成分の放出が容易となるが、透明
化成分の過剰な放出に伴う情報９０への悪影響を抑制でき、隠蔽ラベル１０１を介しての
情報９０の取得がより容易となる。
【００４０】
　マイクロカプセル含有層１２は、１層（単層）からなるものでもよいし、２層以上の複
数層からなるもの（複数層が積層されたもの）でもよい。マイクロカプセル含有層１２が
複数層からなる場合、これら複数層は、互いに同一でも異なっていてもよく、これら複数
層の組み合わせは、本発明の効果を損なわない限り、特に限定されない。
　マイクロカプセル含有層１２が複数層からなる場合には、各層の合計の厚さが、上記の
好ましいマイクロカプセル含有層１２の厚さとなるようにするとよい。
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【００４１】
　隠蔽ラベル１０１が情報媒体９に貼付されて隠蔽情報媒体９０１を構成している場合、
平常時は、紙製基材１１が不透明であるため、情報９０は隠蔽ラベル１０１で被覆され、
隠蔽されていることにより、取得できない。一方、隠蔽ラベル１０１を押圧することで、
マイクロカプセル含有層１２が押圧されると、その中のマイクロカプセルから透明化成分
が放出され、この透明化成分が紙製基材１１に浸透し、紙製基材１１が透明又は半透明と
なる。したがって、隠蔽ラベル１０１全体又はその一部の構造を隠蔽情報媒体９０１から
取り除かなくても、隠蔽ラベル１０１を介して、それまで隠蔽されていた情報９０を取得
できるようになる。
【００４２】
　また、本発明の一実施形態に係る隠蔽ラベル（以下、「隠蔽ラベル（２）」と称するこ
とがある）は、紙製基材上に粘着剤層を備えてなり、前記粘着剤層がマイクロカプセルを
含有し、前記マイクロカプセルが、前記紙製基材を透明化又は半透明化させるための透明
化成分を内包するものである。
　本実施形態に係る隠蔽ラベルも、上述の隠蔽ラベル（１）と同様に、媒体上の情報を隠
蔽するように、媒体上に貼付して、隠蔽情報媒体を構成するために用いるものであり、隠
蔽ラベル（１）と同様の作用により、同様の効果を奏する。
【００４３】
　図３は、本実施形態に係る隠蔽ラベルの一例を模式的に示す断面図である。
　ここに示す隠蔽ラベル１０２は、粘着剤層がマイクロカプセルを含有することで、粘着
剤層として機能するだけでなく、マイクロカプセル含有層としても機能するものである点
以外は、図１に示す隠蔽ラベル１０１と同じものである。
　すなわち、隠蔽ラベル１０２は、紙製基材１１と、マイクロカプセル含有粘着剤層１４
と、を備えてなる。換言すると、隠蔽ラベル１０２は、紙製基材１１及びマイクロカプセ
ル含有粘着剤層１４が、これらの厚さ方向において積層されてなる。
【００４４】
　マイクロカプセル含有粘着剤層１４は、例えば、隠蔽ラベル１０１における粘着剤層１
３が、さらに隠蔽ラベル１０１におけるマイクロカプセルを含有するようにして構成でき
る。
【００４５】
　マイクロカプセル含有粘着剤層１４のマイクロカプセルの含有量は、透明化成分が粘着
性樹脂等の粘着成分に吸収されることを考慮し、例えば、マイクロカプセル含有層１２の
マイクロカプセルの含有量よりも多いことが好ましい。具体的には、マイクロカプセル含
有粘着剤層１４のマイクロカプセルの含有量は、１～３０ｇ／ｍ２であることが好ましく
、４～２０ｇ／ｍ２であることがより好ましく、７～１５ｇ／ｍ２であることが特に好ま
しい。
【００４６】
　マイクロカプセル含有粘着剤層１４の厚さは、特に限定されないが、１～２５０μｍで
あることが好ましく、２～７０μｍであることがより好ましく、２～５０μｍであること
が特に好ましい。マイクロカプセル含有粘着剤層１４の厚さが前記下限値以上であること
で、隠蔽ラベル１０２をより安定して情報媒体に貼付できるとともに、マイクロカプセル
含有粘着剤層１４がその機能を発現するのに十分な量のマイクロカプセルを含有すること
が容易となる。また、マイクロカプセル含有粘着剤層１４の厚さが前記上限値以下である
ことで、マイクロカプセル含有粘着剤層１４が過剰な厚さとなることが避けられ、例えば
、隠蔽ラベル１０２を押圧したときに、マイクロカプセルの透明化成分の放出が容易とな
り、隠蔽ラベル１０２を介しての情報の取得がより容易となる。
【００４７】
　マイクロカプセル含有粘着剤層１４は、１層（単層）からなるものでもよいし、２層以
上の複数層からなるもの（複数層が積層されたもの）でもよい。マイクロカプセル含有粘
着剤層１４が複数層からなる場合、これら複数層は、互いに同一でも異なっていてもよく
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、これら複数層の組み合わせは、本発明の効果を損なわない限り、特に限定されない。
　マイクロカプセル含有粘着剤層１４が複数層からなる場合には、各層の合計の厚さが、
上記の好ましいマイクロカプセル含有粘着剤層１４の厚さとなるようにするとよい。
【００４８】
　隠蔽ラベル１０２における紙製基材１１は、隠蔽ラベル１０１における紙製基材１１と
同じものである。
【００４９】
　隠蔽ラベル１０２が情報媒体に貼付されて隠蔽情報媒体を構成している場合、平常時は
、紙製基材１１が不透明であるため、情報媒体に記録されている情報は隠蔽ラベル１０２
で被覆され、隠蔽されていることにより、取得できない。一方、隠蔽ラベル１０２を押圧
することで、マイクロカプセル含有粘着剤層１４が押圧されると、その中のマイクロカプ
セルから透明化成分が放出され、この透明化成分が紙製基材１１に浸透し、紙製基材１１
が透明又は半透明となる。したがって、隠蔽ラベル１０２全体又はその一部の構造を情報
媒体から取り除かなくても、隠蔽ラベル１０２を介して、それまで隠蔽されていた情報を
取得できるようになる。
【００５０】
　また、本発明の一実施形態に係る隠蔽ラベル（以下、「隠蔽ラベル（３）」と称するこ
とがある）は、紙製基材と、粘着剤層と、マイクロカプセルを含有するマイクロカプセル
含有層と、を備えてなり、前記紙製基材が、前記マイクロカプセル含有層と前記粘着剤層
との間に配置され、前記マイクロカプセルが、前記紙製基材を透明化又は半透明化させる
ための透明化成分を内包するものである。
　本実施形態に係る隠蔽ラベルも、上述の隠蔽ラベル（１）と同様に、媒体上の情報を隠
蔽するように、媒体上に貼付して、隠蔽情報媒体を構成するために用いるものであり、隠
蔽ラベル（１）と同様の作用により、同様の効果を奏する。
【００５１】
　図４は、本実施形態に係る隠蔽ラベルの一例を模式的に示す断面図である。
　ここに示す隠蔽ラベル３０１は、紙製基材１１と、粘着剤層１３と、マイクロカプセル
を含有するマイクロカプセル含有層１２と、を備えてなり、紙製基材１１が、マイクロカ
プセル含有層１２と粘着剤層１３との間に配置されている。すなわち、隠蔽ラベル３０１
は、マイクロカプセル含有層１２、紙製基材１１及び粘着剤層１３が、この順に、これら
の厚さ方向において積層されてなる。
【００５２】
　隠蔽ラベル３０１は、紙製基材１１とマイクロカプセル含有層１２との配置位置が逆で
ある点以外は、図１に示す隠蔽ラベル１０１と同じものである。
　隠蔽ラベル３０１を用いた場合、隠蔽ラベル１０１を用いた場合と同様の作用により、
平常時には、情報媒体に記録されている情報は隠蔽され、隠蔽ラベル３０１を押圧し、マ
イクロカプセル含有層１２が押圧された場合には、隠蔽ラベル３０１を介して、情報を取
得できるようになる。
【００５３】
　本発明の隠蔽ラベルは、図１～図４に示すものに限定されず、例えば、本発明の効果を
損なわない範囲内において、図１～図４に示すものにおいて一部の構成が変更、削除又は
追加されたものであってもよい。
【００５４】
　例えば、ここまでは隠蔽ラベルとして、紙製基材、マイクロカプセル含有層及び粘着剤
層を備えたものや、その粘着剤層及びマイクロカプセル含有層に代えてマイクロカプセル
含有粘着剤層を備えたものについて説明した。本発明の隠蔽ラベルは、これらの層のいず
れにも該当しない、他の層を備えてなるものでもよく、前記他の層の配位位置は、その目
的に応じて任意に選択できる。
　ただし、本発明の効果がより顕著に得られる点から、本発明の隠蔽ラベルは、前記他の
層を備えていないものが好ましい。
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【００５５】
＜＜隠蔽ラベルの製造方法＞＞
　本発明の隠蔽ラベルは、これを構成する各層を、適した配置位置となるように積層する
ことで、製造できる。
　例えば、図１に示す隠蔽ラベル１０１は、紙製基材１１、マイクロカプセル含有層１２
及び粘着剤層１３を、この順に、これらの厚さ方向において積層することで、製造できる
。
　また、例えば、図３に示す隠蔽ラベル１０２は、紙製基材１１及びマイクロカプセル含
有粘着剤層１４を、これらの厚さ方向において積層することで、製造できる。
　また、例えば、図４に示す隠蔽ラベル３０１は、マイクロカプセル含有層１２、紙製基
材１１及び粘着剤層１３を、この順に、これらの厚さ方向において積層することで、製造
できる。
【００５６】
　前記マイクロカプセル含有層は、公知の方法により形成できる。例えば、芯物質となる
前記透明化成分の存在下で、膜形成成分により外殻となる膜を形成することで、これら芯
物質を内包するマイクロカプセルを作製し、このようなマイクロカプセルを含有する分散
液等の、マイクロカプセル含有組成物を目的とする箇所に塗工して、乾燥させることで、
前記マイクロカプセル含有層を形成できる。
【００５７】
　透明化成分を内包するマイクロカプセルは、例えば、化学的方法、物理化学的方法、又
は物理的及び機械的方法等により作製できる。
【００５８】
　マイクロカプセルの作製方法のうち、前記化学的方法としては、例えば、界面重合法、
ｉｎ　ｓｉｔｕ重合法、液中硬化被膜法等により、膜形成成分を作製し、カプセル化する
方法が挙げられる。
【００５９】
　前記界面重合法としては、例えば、多塩基酸ハライドとポリオールとを界面重合させて
ポリエステルからなる膜を形成する方法、多塩基酸ハライドとポリアミンとを界面重合さ
せてポリアミドからなる膜を形成する方法、ポリイソシアネートとポリオールとを界面重
合させて、ポリウレタンからなる膜を形成する方法、ポリイソシアネートとポリアミンと
を界面重合させて、ポリウレアからなる膜を形成する方法等が挙げられる。
【００６０】
　前記ｉｎ　ｓｉｔｕ重合法としては、例えば、メラミン及び尿素から選ばれる１種とホ
ルマリン又はこれらの初期重縮合物と、スチレン無水マレイン酸共重合体の部分加水分解
物との共重合体からなる膜を形成する方法、スチレンとジビニルベンゼンとを共重合させ
てポリスチレン共重合体からなる膜を形成する方法、メチルメタクリレートとｎ－ブチル
メタクリレートとを共重合させてポリメタクリレート共重合体からなる膜を形成する方法
等が挙げられる。
【００６１】
　前記液中硬化被膜法としては、例えば、ゼラチン、ポリビニルアルコール、エポキシ樹
脂又はアルギン酸ソーダ等を液中で硬化させる方法等が挙げられる。
【００６２】
　マイクロカプセルの作製方法のうち、物理化学的方法としては、例えば、単純コアセル
ベーション法；複合コアセルベーション法；ｐＨコントロール法；非溶媒添加法等の水溶
液からの相分離法や、有機溶媒からの相分離法等のコアセルベーション法等が挙げられる
。これら物理化学的方法で用いる前記膜形成成分としては、例えば、ゼラチン、セルロー
ス、ゼラチン－アラビアゴム等が挙げられる。
　また、物理化学的方法としては、例えば、ポリスチレン等を用いる界面沈降法等も挙げ
られる。
【００６３】
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　マイクロカプセル化の方法のうち物理的及び機械的方法としては、例えば、スプレード
ライング法、気中懸濁被膜法、真空蒸着被膜法、静電的合体法、融解分散冷却法、無機質
壁カプセル化法等が挙げられる。これら物理的及び機械的方法で用いる前記膜形成成分と
しては、例えば、ゼラチン、アラビアゴム、ポリビニルピロリドン、カルボキシメチルセ
ルロース、メチルセルロース、アルギン酸ナトリウム等が挙げられる。
【００６４】
　前記マイクロカプセル含有層の厚さは、例えば、マイクロカプセル含有組成物の塗工量
や、塗工に用いるマイクロカプセル含有組成物のマイクロカプセルの含有量等を調節する
ことで、調節できる。
【００６５】
　前記粘着剤層は、公知の方法により形成できる。例えば、粘着性樹脂等の粘着成分を含
有する粘着剤組成物を用い、これを目的とする箇所に塗工して、乾燥させることで、粘着
剤層を形成できる。
　粘着剤層の厚さは、例えば、粘着剤組成物の塗工量や、塗工に用いる粘着剤組成物の粘
着成分の含有量等を調節することで、調節できる。
【００６６】
　マイクロカプセル含有粘着剤層は、例えば、前記粘着剤組成物と、前記マイクロカプセ
ル含有組成物と、を混合して、粘着成分及びマイクロカプセルをともに含有するマイクロ
カプセル含有粘着剤組成物を用い、これを目的とする箇所に塗工して、乾燥させることで
形成できる。
　マイクロカプセル含有粘着剤層の厚さは、例えば、マイクロカプセル含有粘着剤組成物
の塗工量や、塗工に用いるマイクロカプセル含有粘着剤組成物のマイクロカプセル又は粘
着成分の含有量等を調節することで、調節できる。
【００６７】
　このように、紙製基材以外の各層は、ここまでに説明した層に限らず、いずれも、その
層の構成に必要な成分を含有する各種組成物を用い、これを目的とする箇所に塗工して、
乾燥させることで形成でき、各層の厚さは、前記組成物の塗工量や、塗工に用いる前記組
成物の含有成分の含有量等を調節することで、調節できる。
【００６８】
　また、紙製基材以外の各層は、積層すべき箇所に前記組成物を塗工して、乾燥させるこ
とで、直接形成してもよいし、例えば、剥離フィルムの剥離処理面に前記組成物を塗工し
て、乾燥させることで、あらかじめ形成しておいた層を、積層すべき箇所に貼り合わせて
転写することで、形成してもよい。
【００６９】
＜＜隠蔽ラベルの使用方法＞＞
　本発明の隠蔽ラベルは、隠蔽情報媒体の作製、及び作製した隠蔽情報媒体からの隠蔽情
報の取得に利用できる。
　すなわち、隠蔽すべき情報が記録された情報媒体の、前記情報が記録されている領域に
、本発明の隠蔽ラベルをその粘着剤層により貼付して、前記情報を隠蔽することにより、
隠蔽情報媒体を作製できる。情報の記録には、特殊な方法は不要であり、公知の汎用性の
ある方法を採用できる。
　一方、作製された隠蔽情報媒体に対しては、隠蔽ラベルを押圧して紙製基材を透明又は
半透明とすることで、隠蔽ラベル全体又はその一部の構造を情報媒体から取り除かなくて
も、隠蔽ラベルを介して、隠蔽されていた情報を取得できる。
　このように、本発明の隠蔽ラベルを用いることにより、情報の記録方法には制約がなく
なり、隠蔽情報媒体を安価に製造でき、汎用性が高い。また、従来の隠蔽ラベルとは異な
り、隠蔽ラベルを取り除く操作が不要となり、取り扱いが容易となる。さらに、隠蔽ラベ
ルを取り除くときに不具合が生じて、隠蔽ラベルの一部が破れて情報媒体上に存存してし
まうことにより、秘匿情報の取得が困難になることもない。
【産業上の利用可能性】
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【００７０】
　本発明は、隠蔽葉書等をはじめとする、媒体上の情報が隠蔽されている隠蔽情報媒体か
らの、隠蔽情報の取得に利用可能である。
【符号の説明】
【００７１】
　１０１，１０２，３０１・・・隠蔽ラベル、１１・・・紙製基材、１２・・・マイクロ
カプセル含有層、１３・・・粘着剤層、１４・・・マイクロカプセル含有粘着剤層
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